
一般財団法人 名古屋市療養サービス事業団 

平成 30年度公益助成事業応募要項 

 

第１ 助成の趣旨 

   当事業団は、名古屋市内の高齢者等の在宅での療養を支援することにより、高

齢者等が健やかで生きがいのある生活が送れるような環境作りを目指して平成 7

年 9 月に設立されました。 

   事業団はこの設立の趣旨に沿う調査研究事業に対し助成することにより、一般

財団法人としての社会的な義務と責任を果たしていきたいと考えております。 

 

第２ 助成の基準 

（１）高齢者等の在宅での療養生活において、保健・医療・福祉の観点から健康の維

持向上に役立つ調査・研究（以下「調査研究」という。）を対象とします。なお、

疾病の治療などの研究を除きます。また、共同研究の場合は代表研究者を決めて

ください。 

（２）名古屋市内の医療機関、介護保険関係の事業所や教育･研究機関において調査研

究等活動されている方、または実践的研究を予定されている方で、所轄の責任者

（学長･所長など）の推薦を受けた調査研究内容とします。 

（３）調査研究を進めるにあたり、ヒトを対象にした研究の場合には、所轄機関の定

める生命倫理審査会又はそれに準ずる委員会の手続きを踏まえて実施する調査研

究とします。なお、生命倫理審査会等の審査を受ける際には、研究に関する倫理

研修を受講し、修了していることが原則となります。所属機関に研修制度が設け

られていない場合には、 ICRweb による 「ICR 臨床研修入門」の e－learning  

を修了してください。 

（４）営利を目的とするもの及び完了した事業は対象になりません。 

（５）平成 31 年度第 1 回公益事業企画運営委員会に出席のうえ、研究成果について 

報告できる方とします。 

 

第３ 助成期間 

（１）原則として、1 年程度で結果が出る調査研究とします。 

（２）調査研究完了時点で、実績報告及び成果物等を提出（平成 31 年 3 月末日まで）

していただきます。 

（３）平成 30 年 9 月末に調査研究の取り組み状況について中間報告をいただきます。 

 

第４ 助成金額と支給 

（１）原則として 1 件当たり 20 万円～50 万円の範囲で、調査研究の内容によって金

額を決定させていただきます。30年度の助成金総額は100万円を予定しています。 

（２）助成金は、調査研究開始時（平成 30 年４月）に支給します。 



 

第５ 助成金の使途 

   助成金は、調査研究のために必要な人件費（給与は除きます。）、交通費、賃借

料、会議費、資料代、印刷費（調査・研究助成成果物の印刷費は除きます。）通信

運搬費、消耗品などに使用するものとします。ただし、汎用性のあるパーソナル

コンピュータやパソコンソフト購入は対象外とします。 

 

第６ 成果物の公表等 

調査研究の成果については、当事業団の公益事業企画運営委員会等で発表をし

ていただくとともに、ホームページ等にも掲載をさせていただきます。 

 

第７ 応募方法 

   当事業団所定の申請書に必要事項を記入の上、当事業団へ提出してください。

郵送等の場合は紛失等の事故を避けるため書留あるいは宅配便などでお送りくだ

さい。なお、いったん提出いただいた申請書類は返却いたしません。 

 

第８ 選考方法 

   当事業団の公益事業企画運営委員会の審査により決定します。採択不採択の決

定は文書によって通知します。決定した調査研究については公表することとしま

す。なお、採択不採択の理由等、選考にかかわる内容につきましては、お問い合

わせには応じられません。 

 

第９ 応募締切日 

   平成 29 年 12 月 26 日（消印有効） 

 

第 10 発表 

   平成 30 年 3 月（予定） 

 

第 11 助成金振込み 

   平成 30 年 4 月（予定） 

 

第 12 申請書類提出先 

    一般財団法人 名古屋市療養サービス事業団 

       〒453-0834 名古屋市中村区豊国通 1丁目 14番地 

 TEL   052-482-3781 

                    FAX    052-482-3785 

                    URL  http://www.nrs.or.jp 


